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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に位相シフト多層膜を具備する位相シフトマスクブランクであって、前記位相シ
フト多層膜が、少なくとも１層の金属、金属とケイ素、又は金属若しくは金属とケイ素を
主要構成元素とする酸化物、窒化物、炭化物、酸化窒化物、酸化窒化炭化物若しくは窒化
炭化物の不飽和金属化合物からなる光吸収機能膜と、少なくとも１層の金属又は金属とケ
イ素を含有する酸化物、窒化物、炭化物、酸化窒化物、酸化窒化炭化物又は窒化炭化物か
らなる位相シフト機能膜とからなり、前記光吸収機能膜の波長１５７～２６０ｎｍの光に
対する消衰係数ｋが、波長１５７ｎｍから２６０ｎｍに向かうに従って増加すると共に、
前記光吸収機能膜の膜厚が１５ｎｍ以下であることを特徴とする位相シフトマスクブラン
ク。
【請求項２】
　前記光吸収機能膜の消衰係数ｋが、１５７～２６０ｎｍの波長範囲において０．５以上
であることを特徴とする請求項１記載の位相シフトマスクブランク。
【請求項３】
　前記光吸収機能膜が１層であり、かつ該光吸収機能膜が基板に隣接して設けられている
ことを特徴とする請求項１又は２記載の位相シフトマスクブランク。
【請求項４】
　前記光吸収機能膜が２層であり、かつ該２層の光吸収機能膜のうちの一方が基板に隣接
して設けられていることを特徴とする請求項１又は２記載の位相シフトマスクブランク。
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【請求項５】
　前記２層の光吸収機能膜のうちの他方の前記位相シフト多層膜表面側の界面が、前記位
相シフト多層膜の表面から深さ６８．７５ｎｍ以内に位置するように設けられていること
を特徴とする請求項４記載の位相シフトマスクブランク。
【請求項６】
　前記光吸収機能膜と位相シフト機能膜とを交互に２層ずつ積層したものであることを特
徴とする請求項４又は５記載の位相シフトマスクブランク。
【請求項７】
　前記金属、金属とケイ素、又は金属若しくは金属とケイ素を主要構成元素とする酸化物
、窒化物、炭化物、酸化窒化物、酸化窒化炭化物若しくは窒化炭化物の不飽和金属化合物
からなる光吸収機能膜を構成する金属が、Ｍｏ，Ｚｒ，Ｔａ，Ｃｒ及びＨｆから選ばれる
ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項記載の位相シフトマスクブランク。
【請求項８】
　前記金属又は金属とケイ素を含有する酸化物、窒化物、炭化物、酸化窒化物、酸化窒化
炭化物又は窒化炭化物からなる位相シフト機能膜を構成する金属が、Ｍｏ，Ｚｒ，Ｔａ，
Ｃｒ及びＨｆから選ばれることを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項記載の位相シ
フトマスクブランク。
【請求項９】
　前記位相シフト多層膜上に、クロム系遮光膜及び／又はクロム系反射防止膜を備えるこ
とを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項記載の位相シフトマスクブランク。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれか１項記載の位相シフトマスクブランクの位相シフト多層膜を
パターン形成してなることを特徴とする位相シフトマスク。
【請求項１１】
　位相シフトマスク上に形成されたパターンを被転写体上に転写する方法であって、請求
項１０記載の位相シフトマスクを２４０～２７０ｎｍの波長の光にて欠陥検査することに
より選定された良品を用いることを特徴とするパターン転写方法。
【請求項１２】
　位相シフトマスク上に形成されたパターンを被転写体上に転写する方法であって、請求
項１０記載の位相シフトマスクを用い、４５０～６００ｎｍの波長の光にてアライメント
調整を行うことを特徴とするパターン転写方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体集積回路等の製造などに用いられる位相シフトマスクブランク及び位
相シフトマスク、特に、露光波長の光を減衰させるハーフトーン型の位相シフトマスク、
その素材として用いられる位相シフトマスクブランク、及びパターン転写方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＣ、ＬＳＩ又はＶＬＳＩ等の半導体集積回路の製造をはじめとして、広範囲な用途に
用いられているフォトマスクは、基本的には透光性基板上にクロムを主成分とする遮光膜
を有するフォトマスクブランクの該遮光膜に、フォトリソグラフィー法を応用して紫外線
や電子線等を使用することにより、所定のパターンを形成したものである。近年では半導
体集積回路の高集積化等の市場要求に伴ってパターンの微細化が急速に進み、これに対し
て露光波長の短波長化を図ることにより対応してきた。
【０００３】
　しかしながら、露光波長の短波長化は解像度を改善する反面、焦点深度の減少を招き、
プロセスの安定性が低下し、製品の歩留まりに悪影響を及ぼすという問題があった。この
ような問題に対して有効なパターン転写法の一つとして位相シフト法があり、微細パター
ンを転写するためのマスクとして位相シフトマスクが使用されている。
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【０００４】
　この位相シフトマスク（ハーフトーン型位相シフトマスク）は、例えば、図１６（Ａ）
，（Ｂ）に示されるように、基板１上に位相シフト膜２’が成膜された位相シフトマスク
上のパターン部分を形成している位相シフター部２ａと、位相シフター部２ａが存在しな
い基板が露出している基板露出部１ａからなり、両者を透過してくる光の位相差を約１８
０°とすることで、パターン境界部分の光の干渉により、干渉した部分で光強度はゼロと
なり、転写像のコントラストを向上させることができるものである。また、位相シフト法
を用いることにより、必要な解像度を得るための焦点深度を増大させることが可能となり
、クロム膜等からなる一般的な遮光パターンをもつ通常のマスクを用いた場合に比べて、
解像度の改善と露光プロセスのマージンを向上させることが可能なものである。
【０００５】
　上記位相シフトマスクは、位相シフター部の光透過特性によって、完全透過型位相シフ
トマスクとハーフトーン型位相シフトマスクとに実用的には大別することができる。完全
透過型位相シフトマスクは、位相シフター部の光透過率が基板露出部と同等であり、露光
波長に対して透明なマスクである。ハーフトーン型位相シフトマスクは、位相シフター部
の光透過率が基板露出部の数％～数十％程度のものである。
【０００６】
　図１７にハーフトーン型位相シフトマスクブランク、図１８にハーフトーン型位相シフ
トマスクの基本的な構造をそれぞれ示す。図１７のハーフトーン型位相シフトマスクブラ
ンクは基板１のほぼ全面にハーフトーン位相シフト膜２’を形成したものである。また、
図１８のハーフトーン型位相シフトマスクは、上記位相シフト膜２’をパターン化したも
ので、基板１上のパターン部分を形成する位相シフター部２ａ、位相シフターの存在しな
い基板露出部１ａからなる。ここで、位相シフター部２ａを透過した光は基板露出部１ａ
を通過した光に対して位相がシフトされるが、位相シフター部２ａの透過率は被転写基板
上のレジストに対しては感光しない光強度に設定される。従って、露光光を実質的に遮断
する遮光機能を有する。
【０００７】
　上記ハーフトーン型位相シフトマスクとしては、構造が簡単で製造が容易な単層型のハ
ーフトーン型位相シフトマスクがある。この単層型のハーフトーン型位相シフトマスクと
しては、ＭｏＳｉＯ、ＭｏＳｉＯＮ等のＭｏＳｉ系の材料からなる位相シフト膜を有する
ものなどが提案されている（例えば、特許文献１：特開平７－１４０６３５号公報参照）
。
【０００８】
　このように、ハーフトーン型位相シフトマスクは、簡便に高解像度を得るための有効な
手段であるが、マスクを使用して露光を行う波長（露光波長）とマスク自体の欠陥などを
検査する波長（検査波長）の違いから次のような問題が指摘されている。
【０００９】
　ハーフトーン位相シフトマスクに一般に使用される金属とケイ素の酸化窒化物膜は、照
射される光の波長が長いほど透過率が高くなる性質をもつ。また、露光波長と検査波長と
を比較すると検査波長の方が長い場合が一般的である。例えば、露光波長１９３ｎｍのＡ
ｒＦエキシマレーザー用マスクの場合、その欠陥検査機で使用される波長は、露光波長で
ある１９３ｎｍよりも長波長の２６０ｎｍ付近（特に、２６６ｎｍ程度）が一般的である
。更に、欠陥検査機では、基板露出部と位相シフター部との間にコントラストがなければ
検査することができない。そのため、検査波長に対する位相シフター部の透過率が５０％
を超えると、基板露出部との透過率の差が小さくなり、検査に十分なコントラストが得難
くなり、十分な精度で欠陥検査ができなくなる。上記のような検査波長と露光波長との違
いによる問題は、透過率だけではなく反射率においても問題となる。
【００１０】
　このように、ハーフトーン位相シフト膜は、透過率、反射率の波長依存性が小さいこと
が望まれる。この問題を解決する方法として、位相シフト膜を多層化し、位相シフト機能
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を有する透明膜（酸化膜などが使用される）と光吸収機能を有する金属膜とを組合せた構
造が検討されている。しかしながら、この構成の従来の位相シフト膜は、位相シフト機能
を有する透明膜と光吸収機能膜を有する金属膜のドライエッチング特性が大幅に異なるこ
とから、マスク製造において、複数のエッチングガスを組合せたエッチングプロセスが必
要となり、マスク製造コストの増加(設備の高額化、工程数増加、歩留まりの低下など)が
問題となる。
【００１１】
　また、この構成のハーフトーン位相シフト膜では、透過率と反射率の両方の波長依存性
を同時に小さくすることが実現できていないという問題、更に、位相シフト機能を有する
透明膜と光吸収機能を有する金属膜とを組合せたものでは、レーザーによる欠陥修正機を
使用した場合、光吸収機能を有する膜のみにレーザーのエネルギーが集中し、満足な修正
が行えないといった問題も抱えている。
【００１２】
【特許文献１】特開平７－１４０６３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明は、上記問題点を解決するためになされたもので、透過率の波長依存性が小さく
、単一のドライエッチングガスで加工可能な位相シフトマスクブランク、それを用いた位
相シフトマスク、及びパターン転写方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明者は、上記問題を解決するため鋭意検討を重ねた結果、基板上に位相シフト多層
膜を具備する位相シフトマスクブランクの位相シフト多層膜を、少なくとも１層の金属、
金属とケイ素、又は金属若しくは金属とケイ素を主要構成元素とする酸化物、窒化物、炭
化物、酸化窒化物、酸化窒化炭化物若しくは窒化炭化物の不飽和金属化合物からなる光吸
収機能膜と、少なくとも１層の金属又は金属とケイ素を含有する酸化物、窒化物、炭化物
、酸化窒化物、酸化窒化炭化物又は窒化炭化物からなる位相シフト機能膜とで構成し、光
吸収機能膜を、波長１５７～２６０ｎｍの光に対する消衰係数ｋが、波長１５７ｎｍから
２６０ｎｍに向かうに従って増加するものとすると共に、光吸収機能膜の膜厚を１５ｎｍ
以下とすることにより、この位相シフトマスクブランクが、透過率の波長依存性が小さく
、単一のドライエッチングガスで加工可能なものとなることを見出した。
【００１５】
　この場合、光吸収機能膜を１層としてこれを基板に隣接して設けること、又は光吸収機
能膜を２層としてこれらのうちの一方を基板に隣接して設けることにより、欠陥があった
場合にもレーザーにより良好に修正可能であること、また、光吸収機能膜を２層とするこ
とにより、反射率の波長依存性も小さくすることが可能となり、マスク製造工程で一般に
使用される光学検出式の欠陥検査機での検査が可能となることを見出し、本発明をなすに
至った。
【００１６】
　即ち、本発明は、以下の位相シフトマスクブランク、位相シフトマスク及びパターン転
写方法を提供する。
請求項１：
　基板上に位相シフト多層膜を具備する位相シフトマスクブランクであって、前記位相シ
フト多層膜が、少なくとも１層の金属、金属とケイ素、又は金属若しくは金属とケイ素を
主要構成元素とする酸化物、窒化物、炭化物、酸化窒化物、酸化窒化炭化物若しくは窒化
炭化物の不飽和金属化合物からなる光吸収機能膜と、少なくとも１層の金属又は金属とケ
イ素を含有する酸化物、窒化物、炭化物、酸化窒化物、酸化窒化炭化物又は窒化炭化物か
らなる位相シフト機能膜とからなり、前記光吸収機能膜の波長１５７～２６０ｎｍの光に
対する消衰係数ｋが、波長１５７ｎｍから２６０ｎｍに向かうに従って増加すると共に、
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前記光吸収機能膜の膜厚が１５ｎｍ以下であることを特徴とする位相シフトマスクブラン
ク。
請求項２：
　前記光吸収機能膜の消衰係数ｋが、１５７～２６０ｎｍの波長範囲において０．５以上
であることを特徴とする請求項１記載の位相シフトマスクブランク。
請求項３：
　前記光吸収機能膜が１層であり、かつ該光吸収機能膜が基板に隣接して設けられている
ことを特徴とする請求項１又は２記載の位相シフトマスクブランク。
請求項４：
　前記光吸収機能膜が２層であり、かつ該２層の光吸収機能膜のうちの一方が基板に隣接
して設けられていることを特徴とする請求項１又は２記載の位相シフトマスクブランク。
請求項５：
　前記２層の光吸収機能膜のうちの他方の前記位相シフト多層膜表面側の界面が、前記位
相シフト多層膜の表面から深さ６８．７５ｎｍ以内に位置するように設けられていること
を特徴とする請求項４記載の位相シフトマスクブランク。
請求項６：
　前記光吸収機能膜と位相シフト機能膜とを交互に２層ずつ積層したものであることを特
徴とする請求項４又は５記載の位相シフトマスクブランク。
請求項７：
　前記金属、金属とケイ素、又は金属若しくは金属とケイ素を主要構成元素とする酸化物
、窒化物、炭化物、酸化窒化物、酸化窒化炭化物若しくは窒化炭化物の不飽和金属化合物
からなる光吸収機能膜を構成する金属が、Ｍｏ，Ｚｒ，Ｔａ，Ｃｒ及びＨｆから選ばれる
ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項記載の位相シフトマスクブランク。
請求項８：
　前記金属又は金属とケイ素を含有する酸化物、窒化物、炭化物、酸化窒化物、酸化窒化
炭化物又は窒化炭化物からなる位相シフト機能膜を構成する金属が、Ｍｏ，Ｚｒ，Ｔａ，
Ｃｒ及びＨｆから選ばれることを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項記載の位相シ
フトマスクブランク。
請求項９：
　前記位相シフト多層膜上に、クロム系遮光膜及び／又はクロム系反射防止膜を備えるこ
とを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項記載の位相シフトマスクブランク。
請求項１０：
　請求項１乃至９のいずれか１項記載の位相シフトマスクブランクの位相シフト多層膜を
パターン形成してなることを特徴とする位相シフトマスク。
請求項１１：
　位相シフトマスク上に形成されたパターンを被転写体上に転写する方法であって、請求
項１０記載の位相シフトマスクを２４０～２７０ｎｍの波長の光にて欠陥検査することに
より選定された良品を用いることを特徴とするパターン転写方法。
請求項１２：
　位相シフトマスク上に形成されたパターンを被転写体上に転写する方法であって、請求
項１０記載の位相シフトマスクを用い、４５０～６００ｎｍの波長の光にてアライメント
調整を行うことを特徴とするパターン転写方法。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の位相シフトマスクブランクの位相シフト多層膜は、透過率の波長依存性が小さ
く、かつ単一のドライエッチングガスで加工可能なものであり、露光波長及び検査波長双
方に対して良好な透過率を与えることから、本発明の位相シフトマスクブランク及びこれ
から得られる位相シフトマスクは、露光波長の更なる短波長化に対応し得る優れたものと
なる。
【００１８】
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　本発明においては、特に、光吸収機能膜を１層としてこれを基板に隣接して設けること
、又は光吸収機能膜を２層としてこれらのうちの一方を基板に隣接して設けることにより
、欠陥があった場合にもレーザーにより良好に修正可能なものとなる。また、光吸収機能
膜を２層とすることにより、反射率の波長依存性も小さくすることが可能となり、マスク
製造工程で一般に使用される光学検出式の欠陥検査機での検査が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明について更に詳述する。
　本発明の位相シフトマスクブランクは、基板上に位相シフト多層膜を具備する位相シフ
トマスクブランクであり、前記位相シフト多層膜が、少なくとも１層の金属、金属とケイ
素、又は金属若しくは金属とケイ素を主要構成元素とする酸化物、窒化物、炭化物、酸化
窒化物、酸化窒化炭化物若しくは窒化炭化物の不飽和金属化合物からなる光吸収機能膜と
、少なくとも１層の金属又は金属とケイ素を含有する酸化物、窒化物、炭化物、酸化窒化
物、酸化窒化炭化物又は窒化炭化物からなる位相シフト機能膜とからなり、前記光吸収機
能膜の波長１５７～２６０ｎｍの光に対する消衰係数ｋが、波長１５７ｎｍから２６０ｎ
ｍに向かうに従って増加すると共に、前記光吸収機能膜の膜厚が１５ｎｍ以下のものであ
る。
【００２０】
　本発明の位相シフトマスクブランクには、位相シフト多層膜として、石英、ＣａＦ2等
の露光光が透過する基板上に位相シフト多層膜が形成されている。
【００２１】
　一般に、位相シフトマスクブランクの位相シフト膜として用いられる金属化合物や金属
ケイ素化合物の透過率は、光の波長に依存する。例えば、ハーフトーン位相シフト膜とし
て一般的に使用されているモリブデンとケイ素とを含む酸化窒化膜の場合、波長約３００
ｎｍ以下の範囲では、波長が長くなるに従って透過率が急激に増大する。言い換えれば、
これは、消衰係数ｋが波長が長くなるに従って減少することになる。
【００２２】
　透過率がこのような傾向を示す場合、例えばＦ2レーザ（１５７ｎｍ）用に透過率を設
定した位相シフト膜を有する位相シフトマスクの検査を、１５７ｎｍを超える波長を検査
波長とする欠陥検査機を用いて欠陥検査しようとすると、検査波長に対する透過率が高い
ため、基板露出部とのコントラストが十分に得られず、満足な検査ができないという状況
に陥る。
【００２３】
　この問題を解決するために、本発明においては、位相シフト多層膜内に、１５７～２６
０ｎｍの波長における消衰係数ｋが波長が長くなるに従って増加するという特性を有する
光吸収機能膜を導入する。
【００２４】
　即ち、本発明においては、主に光を吸収する機能を担う膜（光吸収機能膜）を少なくと
も１層、主に位相シフト機能を担い、僅かに光を吸収する膜（位相シフト機能膜）を少な
くとも１層組合せて位相シフト多層膜とし、光吸収機能膜をその波長１５７～２６０ｎｍ
の光に対する消衰係数ｋが、波長１５７ｎｍから２６０ｎｍに向かうに従って増加する金
属、金属とケイ素、又は金属若しくは金属とケイ素を主要構成元素とする酸化物、窒化物
、炭化物、酸化窒化物、酸化窒化炭化物若しくは窒化炭化物の不飽和金属化合物、位相シ
フト機能膜を金属又は金属とケイ素を含有する酸化物、窒化物、炭化物、酸化窒化物、酸
化窒化炭化物又は窒化炭化物で構成することにより、１５７ｎｍを超える波長、例えば２
４０～２７０ｎｍの波長を検査波長としても、透過率が急激に増大しないため、露光波長
を超える波長を検査波長として有効な欠陥検査を精度よく実施することが可能となる。
【００２５】
　このように、本発明の位相シフト多層膜は、露光波長に対して要求される透過率特性を
維持しつつ、露光波長よりも長波長である検査波長に対しても要求される透過率特性を示
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すという相反する要求を満たす位相シフト膜である。
【００２６】
　この場合、特に、光吸収機能膜の消衰係数ｋが、１５７～２６０ｎｍの波長範囲におい
て０．５以上、特に１以上であることが好ましい。
【００２７】
　このような位相シフト多層膜を具備する位相シフトマスクブランクとして具体的な例を
挙げれば、例えば、図１に示されるように、基板１上に１層の光吸収機能膜２１と１層の
位相シフト機能膜２２を形成したものが挙げられる。また、図２に示されるような、基板
１上に光吸収機能膜２１を形成し、この上に第１の位相シフト機能膜２２１と第２の位相
シフト機能膜２２２を順に形成したもの、図３に示されるような、基板１上に第１の位相
シフト機能膜２２１を形成し、この上に光吸収機能膜２１を形成し、更にこの上に、第２
の位相シフト機能膜２２２を形成したもののような３層構造のものを挙げることもできる
。更には、図４に示されるような、基板１上に第１の光吸収機能膜２１１、第１の位相シ
フト機能膜２２１、第２の光吸収機能膜２１２、第２の位相シフト機能膜２２２を順に形
成した４層構造のものも好適である。この場合、特に、光吸収機能膜と位相シフト機能膜
とを交互に２層づつ積層したものが好ましい。
【００２８】
　本発明においては、光吸収機能膜として金属、金属とケイ素、又は金属若しくは金属と
ケイ素を主要構成元素とする酸化物、窒化物、炭化物、酸化窒化物、酸化窒化炭化物若し
くは窒化炭化物の不飽和金属化合物からなるものを用いるが、例えば、図５に示されるよ
うに、モリブデンやシリコンの単体膜の透過率は、２８０ｎｍ付近以下では、波長が長く
なるに従って透過率が減少（即ち、消衰係数ｋが波長が長くなるに従って増加）している
。この点から、金属又は金属とケイ素からなる材料が、位相シフト多層膜の透過率の波長
依存性を小さくするのに有効であり、更には、金属又は金属とケイ素に対して軽元素の含
有量が少ない金属化合物、即ち、酸素、窒素及び炭素の含有量が化学量論量よりも少ない
組成の不飽和金属化合物も、位相シフト多層膜の透過率の波長依存性を小さくするのに有
効である。
【００２９】
　本発明の光吸収機能膜を構成する金属、金属とケイ素、又は不飽和金属化合物における
金属としては、遷移金属及びランタノイドの中から選ばれる任意の元素を単独または複数
で用いることができ、Ｍｏ，Ｚｒ，Ｔａ，Ｃｒ，Ｈｆが好ましく、Ｍｏ，Ｚｒが特に好ま
しい。
【００３０】
　本発明においては、化合物を構成する元素が代表的な価数をとって電荷が過不足なくバ
ランスしている場合を化学量論量とし、このような元素構成比を有する金属化合物を飽和
金属化合物とする。この場合、例えば金属として例示されるＭｏは６価（６＋）、Ｚｒは
４価（４＋）、Ｔａは５価（５＋）、Ｃｒは３価（３＋）、Ｈｆは４価（４＋）とし、ケ
イ素（Ｓｉ）は４価（４＋）とする。一方、軽元素は、酸素（Ｏ）を２価（２－）、窒素
（Ｎ）を３価（３－）、炭素を４価（４－）とする。従って、例えば、モリブデンとケイ
素との比が１：２の酸化物の場合、化学量論組成はＭｏＳｉ2Ｏ7、モリブデンとケイ素と
の比が１：１の窒化物の場合、化学量論組成はＭｏＳｉＮ10/3となる。
【００３１】
　一方、金属化合物を構成する軽元素、即ち、酸素、窒素及び炭素の含有量が、化学量論
量より少なく、上述した価数で決定される見かけの電荷バランスが崩れているものを不飽
和金属化合物という。例えば、モリブデンとケイ素との比が１：２の酸化物の場合、平均
組成式がＭｏＳｉ2Ｏ7-a（式中、ａは０＜ａ＜７を満たす正数）であるもの、モリブデン
とケイ素との比が１：１の窒化物の場合、平均組成式がＭｏＳｉＮ(10/3)-b（式中、ｂは
０＜ｂ＜（１０／３）を満たす正数）であるものが不飽和金属化合物となる。
【００３２】
　このように、軽元素の量が減少すると、見かけ上の電荷のバランスが崩れるが、ホール
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などの陽電荷が発生したり、金属の価数が変化する（例えばＭｏが６価（６＋）から３価
（３＋）に変化したりする）ことにより、実際は電荷のバランスが保たれることになる。
【００３３】
　また、光吸収機能膜を構成する不飽和金属化合物としては、不飽和金属シリサイド酸化
物、不飽和金属シリサイド酸化窒化物、不飽和金属シリサイド酸化窒化炭化物が好ましく
、その組成は、不飽和金属シリサイド酸化物の場合は、Ｍ（金属）＝０．２～８０原子％
、Ｓｉ＝１９～９０原子％、Ｏ＝０．１～６０原子％、不飽和金属シリサイド酸化窒化物
の場合は、Ｍ（金属）＝０．２～８０原子％、Ｓｉ＝１９～９０原子％、Ｏ＝０．１～５
０原子％、Ｎ＝０．１～５０原子％、不飽和金属シリサイド酸化窒化炭化物の場合は、Ｍ
（金属）＝０．２～８０原子％、Ｓｉ＝１９～９０原子％、Ｏ＝０．１～４５原子％、Ｎ
＝０．１～４５原子％、Ｃ＝０．１～３０原子％であることが好ましい。
【００３４】
　このような光吸収機能膜は、形成する光吸収機能膜の組成に合わせて適宜選択した金属
ターゲット、シリコンターゲット、金属シリサイドターゲットを用い、ネオン、アルゴン
、クリプトン等の不活性ガス雰囲気下でスパッタリングすることにより形成することがで
き、光吸収機能膜を不飽和金属化合物とする場合は、スパッタリングガスに、酸素を含む
ガス、窒素を含むガス、炭素を含むガスを適宜導入し、反応性スパッタリングにより形成
すればよい。反応性スパッタリングの技術を用いれば、酸素、窒素、炭素の組成比を適宜
調整することが可能となることから、光学特性の調整が可能であり、設計の自由度が増す
。
【００３５】
　一方、本発明において、位相シフト機能膜は、金属又は金属とケイ素を含有する酸化物
、窒化物、炭化物、酸化窒化物、酸化窒化炭化物又は窒化炭化物からなるが、酸素、窒素
及び炭素の含有量が化学量論量である組成の飽和金属化合物であることが好ましい。飽和
金属化合物からなる位相シフト機能膜は、薬品耐性に優れている点からも好ましい。
【００３６】
　本発明の位相シフト機能膜を構成する金属としては、遷移金属及びランタノイドの中か
ら選ばれる任意の元素を単独または複数で用いることができ、Ｍｏ，Ｚｒ，Ｔａ，Ｃｒ，
Ｈｆが好ましく、Ｍｏ，Ｚｒが特に好ましい。
【００３７】
　また、位相シフト機能膜としては、金属シリサイド酸化物、金属シリサイド酸化窒化物
、金属シリサイド酸化窒化炭化物が好ましく、その組成は、金属シリサイド酸化物の場合
は、Ｍ（金属）＝０．２～２５原子％、Ｓｉ＝１０～４２原子％、Ｏ＝３０～６０原子％
、金属シリサイド酸化窒化物の場合は、Ｍ（金属）＝０．２～２５原子％、Ｓｉ＝１０～
５７原子％、Ｏ＝２～２０原子％、Ｎ＝５～５７原子％、金属シリサイド酸化窒化炭化物
の場合は、Ｍ（金属）＝０．２～２５原子％、Ｓｉ＝１０～５７原子％、Ｏ＝２～２０原
子％、Ｎ＝５～５７原子％、Ｃ＝０．５～３０原子％であることが好ましい。
【００３８】
　このような位相シフト機能膜は、形成する位相シフト機能膜の組成に合わせて適宜選択
した金属ターゲット、シリコンターゲット、金属シリサイドターゲットを用い、ネオン、
アルゴン、クリプトン等の不活性ガスと共に、酸素を含むガス、窒素を含むガス、炭素を
含むガスを適宜導入した反応性スパッタリングにより形成することができる。
【００３９】
　また、本発明においては、光吸収機能膜と位相シフト機能膜とを上述したような構成と
すると共に、光吸収機能膜の膜厚（光吸収機能膜が２層以上ある場合は、その各々の膜厚
）を１５ｎｍ以下、好ましくは１０ｎｍ以下、更に好ましくは６ｎｍ以下、特に好ましく
は２．５ｎｍ以下、とりわけ好ましくは１．２５ｎｍ以下とすることにより、位相シフト
多層膜が、光吸収機能膜と位相シフト機能膜とを積層した多層膜であるにもかかわらず、
それら２層のエッチング速度を実質上問題とならない程度として単一のドライエッチング
ガス、特にフッ素系ガスで加工できる。



(9) JP 4525893 B2 2010.8.18

10

20

30

40

50

【００４０】
　従来の位相シフト膜において、金属膜はフッ素系ガスでのエッチング工程におけるスト
ッパー層として使用される場合があり、この場合、金属膜のエッチングには塩素系ガスを
使用する必要があったが、本発明の位相シフト多層膜では、ドライエッチングに使用する
ガス種を、光吸収機能膜と位相シフト機能膜とで変更する必要がなく、位相シフト機能膜
のエッチングに好適な単一のドライエッチングガスで、光吸収機能膜のエッチングも可能
であり、単純な構成のドライエッチングプロセスでマスクを製造することが可能である。
【００４１】
　また、位相シフトマスクにおいては、レーザー光を使用して位相シフト膜の欠陥を修正
することがあるが、本発明において、位相シフト多層膜を構成する光吸収機能膜はレーザ
ーエネルギーを吸収しやすいが、位相シフト機能膜はレーザーエネルギーを吸収し難いも
のとなる場合があり、これにより、位相シフト多層膜にレーザー光を照射しても部分的に
膜の除去が行われず、修正の信頼性が低下するといった問題を引き起こす場合がある。
【００４２】
　本発明においては、光吸収機能膜を１層としてこれを基板に隣接して設けること、又は
光吸収機能膜を２層としてこれらのうちの一方を基板に隣接して設けることが好適である
。このようにすることにより、上述したような光吸収機能膜と位相シフト機能膜との間の
レーザー吸収特性に差があっても、レーザー照射によってエネルギーを吸収しやすい光吸
収機能膜を基板表面から除去するのと同時に、位相シフト多層膜を剥離することが可能と
なるため、レーザーにより欠陥を良好に修正することが可能である。
【００４３】
　また、位相シフトマスクブランクを用いたマスク製造工程においては、波長５５０ｎｍ
付近の光を用い、その反射によりパターン認識を行う場合があるが、基板露出部と位相シ
フター部との間のコントラストは、反射率の差によって生ずるため、位相シフター部（位
相シフト膜）の反射率は１０％以上であることが望ましい。しかしながら、光吸収機能膜
を基板に隣接して設ける構成をとった場合、光の干渉の影響で５５０ｎｍ付近における反
射率が検査機で要求される１０％を下回る場合がある。
【００４４】
　本発明においては、特に、光吸収機能膜を２層としてこれらのうちの一方を基板に隣接
して設け、２層の光吸収機能膜のうちの他方の位相シフト多層膜表面側の界面を、位相シ
フト多層膜の表面から深さ６８．７５（１３７．５／２）ｎｍ以内、好ましくは深さ３４
．３７５（１３７．５／４）ｎｍ以内に位置するように設けることが好ましい。これによ
り、吸収機能膜を基板に隣接して設ける構成をとった場合であっても５５０ｎｍ付近にお
ける反射率を１０％以上にすることが可能となる。
【００４５】
　また、本発明においては、位相シフト多層膜上に、クロム系遮光膜及び／又はクロム系
反射防止膜を設けたものも好適である。このようなものとしては、図６に示されるような
、位相シフト多層膜２上に、クロム系遮光膜３を設けた位相シフトマスクブランク、図７
に示されるような、位相シフト多層膜２上に、クロム系遮光膜３を設け、このクロム系遮
光膜３からの反射を低減させるクロム系反射防止膜４をクロム系遮光膜３上に更に形成し
た位相シフトマスクブランク、更には、図８に示されるような、基板１側から位相シフト
多層膜２、第１のクロム系反射防止膜４、クロム系遮光膜３、第２のクロム系反射防止膜
４’の順に形成した位相シフトマスクブランクが挙げられる。なお、図６～８において２
１は光吸収機能膜、２２は位相シフト機能膜である。
【００４６】
　この場合、クロム系遮光膜又はクロム系反射防止膜としては、クロム酸化炭化物（Ｃｒ
ＯＣ）膜、クロム酸化窒化炭化物（ＣｒＯＮＣ）膜又はこれらを積層したものを用いるこ
とが好ましい。
【００４７】
　このようなクロム系遮光膜又はクロム系反射防止膜は、クロム単体又はクロムに酸素、
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窒素、炭素のいずれか、又はこれらを組合せたものを添加したターゲットを用い、ネオン
、アルゴン、クリプトン等の不活性ガスに炭素源として二酸化炭素ガスを添加したスパッ
タガスを用いた反応性スパッタリングにより成膜することができる。
【００４８】
　具体的には、ＣｒＯＮＣ膜を成膜する場合にはスパッタガスとしてはＣＨ4，ＣＯ2，Ｃ
Ｏ等の炭素を含むガスと、ＮＯ，ＮＯ2，Ｎ2等の窒素を含むガスと、ＣＯ2，ＮＯ，Ｏ2等
の酸素を含むガスのそれぞれ１種以上を導入するか、これらにＡｒ，Ｎｅ，Ｋｒ等の不活
性ガスを混合したガスを用いることもできる。特に、炭素源及び酸素源ガスとしてＣＯ2

ガスまたはＣＯガスを用いることが基板面内均一性、製造時の制御性の点から好ましい。
導入方法としては各種スパッタガスを別々にチャンバー内に導入してもよいし、いくつか
のガスをまとめて又は全てのガスを混合して導入してもよい。
【００４９】
　なお、ＣｒＯＣ膜は、Ｃｒが２０～９５原子％、特に３０～８５原子％、Ｃが１～３０
原子％、特に５～２０原子％、Ｏが１～６０原子％、特に５～５０原子％であることが好
ましく、また、ＣｒＯＮＣ膜は、Ｃｒが２０～９５原子％、特に３０～８０原子％、Ｃが
１～２０原子％、特に２～１５原子％、Ｏが１～６０原子％、特に５～５０原子％、Ｎが
１～３０原子％、特に３～２０原子％であることが好ましい。
【００５０】
　本発明の位相シフトマスクは、上記のような位相シフトマスクブランクの位相シフト多
層膜をパターン形成してなるものである。
【００５１】
　例えば、具体的な例を挙げれば、図９に示されるような、図１に示される本発明の位相
シフトマスクブランクの位相シフト多層膜２をパターン形成したものが挙げられる。この
位相シフトマスクには、パターン化された位相シフター部２ａとその間の基板露出部１ａ
が設けられている。
【００５２】
　図９に示されるような位相シフトマスクを製造する場合は、図１０（Ａ）に示されるよ
うに、上記のようにして基板１上に位相シフト多層膜２を形成した後、レジスト膜５を形
成し、図１０（Ｂ）に示されるように、レジスト膜５をリソグラフィー法によりパターン
ニングし、更に、図１０（Ｃ）に示されるように、位相シフト多層膜２をエッチングした
後、図１０（Ｄ）に示されるように、レジスト膜５を剥離する方法が採用し得る。この場
合、レジスト膜の塗布、パターンニング（露光、現像）、エッチング、レジスト膜の除去
は、公知の方法によって行うことができるが、本発明の位相シフト多層膜は、単一のエッ
チングガスでエッチングが可能である。
【００５３】
　なお、位相シフト多層膜上にクロム系遮光膜及び／又はクロム系反射防止膜（クロム系
系膜）を形成した場合には、露光に必要な領域のクロム系遮光膜及び／又はクロム系反射
防止膜をエッチングにより除去し、位相シフト多層膜を表面に露出させた後、上記同様に
位相シフト多層膜をパターンニングすることにより、図１１に示されるような基板表面側
外周縁部にクロム系膜（図１１の場合はクロム系遮光膜３）が残った位相シフトマスクを
得ることもできる。また、クロム系膜の上にレジストを塗布し、パターンニングを行い、
クロム系膜と位相シフト多層膜をエッチングでパターンニングし、更に露光に必要な領域
のクロム系膜のみを選択エッチングにより除去し、位相シフトパターンを表面に露出させ
て、位相シフトマスクを得ることもできる。
【００５４】
　本発明の位相シフトマスクブランク及び位相シフトマスク上に形成された位相シフト多
層膜は、透過率の波長依存性が小さく、かつ単一のドライエッチングガスで加工可能なも
のであり、露光波長及び検査波長双方に対して良好な透過率を与えるものであることから
、本発明の位相シフトマスクブランク及び位相シフトマスクは、特に限定されるものでは
ないが、より透過率の波長依存性が小さいものが要求されるＡｒＦエキシマレーザー露光
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用の高透過率ハーフトーン位相シフトマスクブランク及び位相シフトマスク、Ｆ2レーザ
ー露光用のハーフトーン位相シフトマスクブランク及び位相シフトマスクとして好適であ
る。
【００５５】
　更に、このようにして得られた位相シフトマスクは、波長２４０～２７０ｎｍ程度、例
えば、現在、欠陥検査波長として一般に用いられている波長２６０～２７０ｎｍの光を用
いた欠陥検査、特に、ＡｒＦエキシマレーザー露光用の高透過率ハーフトーン位相シフト
マスクブランク及び位相シフトマスク、Ｆ2レーザー露光用のハーフトーン位相シフトマ
スクブランク及び位相シフトマスク等の欠陥検査において、信頼性の高い検査が可能であ
る。また、２６０ｎｍよりも短波長の光、例えば、波長２４０ｎｍ程度の光を検査光とし
て用いれば、より信頼性の高い検査が可能である。
【００５６】
　このように、本発明の位相シフトマスクは、これを用いて位相シフトマスク上に形成さ
れたパターンを被転写体上に転写する際に、２４０～２７０ｎｍの波長の光による欠陥検
査により位相シフトマスクの良、不良を検査することができ、これにより良好な位相シフ
トマスク（良品）を選定することができることから、欠陥不良マスクを従来以上の高い精
度で排除することが可能であり、その結果、工程歩留まりを向上させ、品質を安定化させ
ることが可能となる。
【００５７】
　また、本発明の位相シフトマスクは、４５０～６００ｎｍの波長において１０％程度の
反射率が得られる。そのため、位相シフトマスク上のパターンを波長４５０～６００ｎｍ
の光で認識してアライメント調整を行うことが可能であり、これにより高精度な露光が可
能となる。
【実施例】
【００５８】
　以下、実験例、実施例及び比較例を挙げて本発明を具体的に説明するが、本発明は下記
実施例に限定されるものではない。
　　［実験例１～４］
　石英基板上にＭｏとＺｒとＳｉとを含む不飽和金属化合物薄膜を形成し、その消衰係数
ｋの波長依存性について評価した。不飽和金属化合物薄膜の成膜は以下のとおりである。
【００５９】
　スパッタガスとして表１に示す各種ガスを表１に示す流量で導入した。上記ガス導入時
、スパッタチャンバー内のガス圧が０．１Ｐａになるように設定した。Ｍｏ5ＺｒＳｉ54

（焼結体）ターゲットに５００Ｗの放電電力を印加して、基板を３０ｒｐｍで回転させな
がらＭｏＺｒＳｉ系不飽和金属化合物膜を成膜した。この膜の消衰係数ｋの波長依存性を
評価した結果を図１２に示す。なお、ガス流量は、全て、０℃、１０１３ｈＰａ（１気圧
）における値である（以下、同じ）。
【００６０】
【表１】

【００６１】
　図１２に示されるように、スパッタ成膜時に酸素や窒素を少量添加して得られる不飽和
金属化合物膜が、波長１５７～２６０ｎｍの波長領域において波長１５７～２６０ｎｍの
光に対する消衰係数ｋが、波長１５７ｎｍから２６０ｎｍに向かうに従って増加すること
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が確認された。
【００６２】
　　［実施例１］
　以下に示す方法により、基板上に図２に示されるような３層構造の位相シフト多層膜を
成膜した位相シフトマスクブランクを作製した。
【００６３】
　まず、石英基板上に光吸収機能膜を成膜した。このとき、スパッタガスとしてＡｒガス
を１５ｃｍ3／ｍｉｎで導入した。上記ガス導入時、スパッタチャンバー内のガス圧が０
．１５Ｐａになるように設定した。ＭｏＳｉ2（焼結体）ターゲットに５６０Ｗ、Ｓｉ（
単結晶）ターゲットに１０００Ｗの放電電力を印加して、基板を３０ｒｐｍで回転させな
がら厚さ２．５ｎｍのモリブデンとケイ素からなる膜（ＭｏＳｉ膜）を成膜し、光吸収機
能膜とした。成膜には、図１３に示すような２つのターゲットを設けた直流スパッタ装置
を用いた（以下の成膜において同じ）。なお、図１３中、１は基板、１０１はチャンバー
、１０２ａはＭｏＳｉ2ターゲット、１０２ｂはシリコンターゲット、１０３はスパッタ
ガス導入口、１０４は排気口、１０５は基板回転台、１０６ａ，１０６ｂは電源である。
【００６４】
　次に、第１の位相シフト機能膜を成膜した。放電電力を、ＭｏＳｉ2ターゲットを２０
０Ｗ、Ｓｉターゲットを１０００Ｗに変更し、スパッタガスを１５ｃｍ3／ｍｉｎのＡｒ
、１００ｃｍ3／ｍｉｎのＮ2及び１ｃｍ3／ｍｉｎのＯ2の混合ガスに変更し、ガス圧力０
．２５Ｐａにて厚さ４０ｎｍのモリブデンとケイ素を含有する飽和化合物膜（ＭｏＳｉＯ
Ｎ膜）を成膜した。
【００６５】
　更に、第２の位相シフト機能膜を成膜した。放電電力を、ＭｏＳｉ2ターゲットを２０
０Ｗ、Ｓｉターゲットを１０００Ｗに変更し、スパッタガスを５ｃｍ3／ｍｉｎのＡｒ、
５０ｃｍ3／ｍｉｎのＮ2及び１ｃｍ3／ｍｉｎのＯ2の混合ガスに変更し、ガス圧力０．１
Ｐａにて厚さ４５ｎｍのモリブデンとケイ素を含有する飽和化合物膜（ＭｏＳｉＯＮ膜）
を成膜した。
【００６６】
　この場合、この位相シフト多層膜は、波長１９３ｎｍ（ＡｒＦエキシマレーザー）にお
ける位相差が１８０°、透過率が１８％となるように設計されている。
【００６７】
　以上の方法により得られた位相シフトマスクブランクの位相シフト多層膜について、以
下の方法で評価した。
【００６８】
　透過率の波長依存性
　分光光度計により、光を透明基板側から入射させた場合の位相シフト多層膜の透過率を
測定した。結果を図１４に示す。図１４に示されるように、２６０ｎｍ付近における透過
率は４０％程度と低い値を示している。
【００６９】
　ドライエッチング特性
　ＣＦ4によるドライエッチング（ＣＦ4：Ｏ2＝８０：１（ＳＣＣＭ）　６０Ｗ　２Ｐａ
　４分）を行い、その断面を走査型電子顕微鏡で観察した。その結果、エッチング断面形
状は良好であり、光吸収機能膜と位相シフト機能膜との間に段差は確認されなかった。
【００７０】
　反射率の波長依存性
　分光光度計により、光を膜面側から入射させた場合の位相シフト多層膜の反射率を測定
した。結果を図１４に示す。図１４に示されるように、この位相シフト多層膜は、４００
ｎｍよりも長波長で反射率が１０％を下回る結果となった。
【００７１】
　レーザーによる修正容易性
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　位相シフト多層膜にレーザー光を照射し、所望の領域のみ膜が除去可能であるかどうか
を確認した。その結果、この位相シフト多層膜は、透明基板を露呈させた状態で、所望の
領域のみ完全に除去できることが確認された。
【００７２】
　これらの結果から、この位相シフト多層膜は、４００ｎｍ以上の波長の光に対して反射
率が１０％未満を示すものの、欠陥検査で必須となる２６０ｎｍ付近における透過率が４
０％程度であり、欠陥検査への適合性において優れている。また、ＣＦ4による単一のド
ライエッチングプロセスでパターンニングが可能であり、更に、レーザーによる修正も確
実に行うことが可能であり、マスク製造プロセスに適合した、優れた位相シフト膜である
ことがわかる。
【００７３】
　　［実施例２］
　以下に示す方法により、基板上に図４に示されるような４層構造の位相シフト多層膜を
成膜した位相シフトマスクブランクを作製した。
【００７４】
　この位相シフト多層膜は、まず、石英基板上に第１の光吸収機能膜を、厚さ１．２５ｎ
ｍとした以外は実施例１の光吸収機能膜と同様の条件にて成膜し、次いで、第１の位相シ
フト機能膜を実施例１と同様の条件にて成膜し、次いで、第２の光吸収機能膜を第１の光
吸収機能膜と同様の条件にて成膜し、最後に、第２の位相シフト機能膜を実施例１と同様
の条件にて成膜したものである。
【００７５】
　この場合、この位相シフト多層膜は、波長１９３ｎｍ（ＡｒＦエキシマレーザー）にお
ける位相差が１８０°、透過率が１８％となるように設計されている。
【００７６】
　以上の方法により得られた位相シフトマスクブランクの位相シフト多層膜について、以
下の方法で評価した。
【００７７】
　透過率の波長依存性
　実施例１と同様の方法により位相シフト多層膜の透過率を測定した。結果を図１４に示
す。図１４に示されるように、２６０ｎｍ付近における透過率は４０％程度と低い値を示
している。
【００７８】
　ドライエッチング特性
　実施例１と同様の方法によりエッチングを行い、その断面を観察した。その結果、エッ
チング断面形状は良好であり、光吸収機能膜と位相シフト機能膜との間に段差は確認され
なかった。
【００７９】
　反射率の波長依存性
　実施例１と同様の方法により位相シフト多層膜の反射率を測定した。結果を図１４に示
す。図１４に示されるように、この位相シフト多層膜は、４００ｎｍよりも長波長で反射
率が１０％以上となっており、反射率によりコントラストを得る検査機において十分検査
可能な位相シフト膜であることが確認された。
【００８０】
　レーザーによる修正容易性
　位相シフト多層膜にレーザー光を照射し、所望の領域のみ膜が除去可能であるかどうか
を確認した。その結果、この位相シフト多層膜は、透明基板を露呈させた状態で、所望の
領域のみ完全に除去できることが確認された。
【００８１】
　これらの結果から、この位相シフト多層膜は、波長１９３～６００ｎｍという広い範囲
の光に対して反射率が１０％以上を示すと共に、欠陥検査で必須となる２６０ｎｍ付近に
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おける透過率が４０％程度であり、欠陥検査への適合性において特に優れている。また、
ＣＦ4による単一のドライエッチングプロセスでパターンニングが可能であり、更に、レ
ーザーによる修正も確実に行うことが可能であり、マスク製造プロセスに適合した、優れ
た位相シフト膜であることがわかる。
【００８２】
　　［実施例３］
　以下に示す方法により、基板上に図３に示されるような３層構造の位相シフト多層膜を
成膜した位相シフトマスクブランクを作製した。
【００８３】
　この位相シフト多層膜は、実施例１における光吸収機能膜、第１の位相シフト機能膜及
び第２の位相シフト機能膜と同様の膜を、基板側から第１の位相シフト機能膜、光吸収機
能膜、第２の位相シフト機能膜の順に、各々実施例１と同様の条件で成膜したものである
。
【００８４】
　この場合、この位相シフト多層膜は、波長１９３ｎｍ（ＡｒＦエキシマレーザー）にお
ける位相差が１８０°、透過率が１８％となるように設計されている。
【００８５】
　以上の方法により得られた位相シフトマスクブランクの位相シフト多層膜について、以
下の方法で評価した。
【００８６】
　透過率の波長依存性
　実施例１と同様の方法により位相シフト多層膜の透過率を測定した。結果を図１４に示
す。図１４に示されるように、２６０ｎｍ付近における透過率は４０％程度と低い値を示
している。
【００８７】
　ドライエッチング特性
　実施例１と同様の方法によりエッチングを行い、その断面を観察した。その結果、エッ
チング断面形状は良好であり、光吸収機能膜と位相シフト機能膜との間に段差は確認され
なかった。
【００８８】
　反射率の波長依存性
　実施例１と同様の方法により位相シフト多層膜の反射率を測定した。結果を図１４に示
す。図１４に示されるように、この位相シフト多層膜は、４００ｎｍよりも長波長で反射
率が１０％以上となっており、反射率によりコントラストを得る検査機において十分検査
可能な位相シフト膜であることが確認された。
【００８９】
　レーザーによる修正容易性
　位相シフト多層膜にレーザー光を照射し、所望の領域のみ膜が除去可能であるかどうか
を確認した。その結果、この位相シフト多層膜は、ほとんどの場合、透明基板を露呈させ
た状態で、所望の領域のみ完全に除去できるが、稀に透明基板上に位相シフト膜の一部が
残存することがあることが確認された。
【００９０】
　これらの結果から、この位相シフト多層膜は、波長１９３～６００ｎｍという広い範囲
の光に対して反射率が１０％以上を示すと共に、欠陥検査で必須となる２６０ｎｍ付近に
おける透過率が４０％程度であり、欠陥検査への適合性において特に優れている。また、
ＣＦ4による単一のドライエッチングプロセスでパターンニングが可能であり、更に、レ
ーザーによる修正も実質的に可能であり、マスク製造プロセスに適合した、優れた位相シ
フト膜であることがわかる。
【００９１】
　　［実施例４］
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　以下に示す方法により、基板上に図２に示されるような３層構造の位相シフト多層膜を
成膜した位相シフトマスクブランクを作製した。
【００９２】
　この位相シフト多層膜は、光吸収機能膜を以下の条件で成膜した以外は、実施例１と同
様の方法で成膜したものである。光吸収機能膜の成膜条件は以下のとおりである。
【００９３】
　スパッタガスとして１５ｃｍ3／ｍｉｎのＡｒ、５ｃｍ3／ｍｉｎのＮ2及び１ｃｍ3／ｍ
ｉｎのＯ2の混合ガスを導入した。上記ガス導入時、スパッタチャンバー内のガス圧が０
．１５Ｐａになるように設定した。ＭｏＳｉ2（焼結体）ターゲットに５６０Ｗ、Ｓｉ（
単結晶）ターゲットに１０００Ｗの放電電力を印加して、基板を３０ｒｐｍで回転させな
がら厚さ６ｎｍのモリブデンとケイ素を主要構成元素とする不飽和化合物膜（ＭｏＳｉＯ
Ｎ膜（ＭｏＳｉリッチ膜））を成膜し、光吸収機能膜とした。
【００９４】
　この場合、この位相シフト多層膜は、波長１９３ｎｍ（ＡｒＦエキシマレーザー）にお
ける位相差が１８０°、透過率が１８％となるように設計されている。
【００９５】
　以上の方法により得られた位相シフトマスクブランクの位相シフト多層膜について、以
下の方法で評価した。
【００９６】
　透過率の波長依存性
　実施例１と同様の方法により位相シフト多層膜の透過率を測定した。この位相シフト多
層膜の２６０ｎｍ付近における透過率は４２％程度と低い値を示していた。
【００９７】
　ドライエッチング特性
　実施例１と同様の方法によりエッチングを行い、その断面を観察した。その結果、エッ
チング断面形状は良好であり、光吸収機能膜と位相シフト機能膜との間に段差は確認され
なかった。
【００９８】
　反射率の波長依存性
　実施例１と同様の方法により位相シフト多層膜の反射率を測定した。この位相シフト多
層膜では、４５０ｎｍよりも長波長で反射率が１０％を下回る結果となった。
【００９９】
　レーザーによる修正容易性
　位相シフト多層膜にレーザー光を照射し、所望の領域のみ膜が除去可能であるかどうか
を確認した。その結果、この位相シフト多層膜は、透明基板を露呈させた状態で、所望の
領域のみ完全に除去できることが確認された。
【０１００】
　これらの結果から、この位相シフト多層膜は、４５０ｎｍ以上の波長の光に対して反射
率が１０％未満を示すものの、欠陥検査で必須となる２６０ｎｍ付近における透過率が４
２％程度であり、欠陥検査への適合性において優れている。また、ＣＦ4による単一のド
ライエッチングプロセスでパターンニングが可能であり、更に、レーザーによる修正も確
実に行うことが可能であり、マスク製造プロセスに適合した、優れた位相シフト膜である
ことがわかる。
【０１０１】
　　［実施例５］
　以下に示す方法により、基板上に図２に示されるような３層構造の位相シフト多層膜を
成膜した位相シフトマスクブランクを作製した。
【０１０２】
　この位相シフト多層膜は、光吸収機能膜を以下の条件で成膜した以外は、実施例１と同
様の方法で成膜したものである。光吸収機能膜の成膜条件は以下のとおりである。
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【０１０３】
　スパッタガスとして１５ｃｍ3／ｍｉｎのＡｒ、８ｃｍ3／ｍｉｎのＮ2及び１ｃｍ3／ｍ
ｉｎのＯ2の混合ガスを導入した。上記ガス導入時、スパッタチャンバー内のガス圧が０
．１５Ｐａになるように設定した。ＭｏＳｉ2（焼結体）ターゲットに５６０Ｗ、Ｓｉ（
単結晶）ターゲットに１０００Ｗの放電電力を印加して、基板を３０ｒｐｍで回転させな
がら厚さ１５ｎｍのモリブデンとケイ素を主要構成元素とする不飽和化合物膜（ＭｏＳｉ
ＯＮ膜（ＭｏＳｉリッチ膜））を成膜し、光吸収機能膜とした。
【０１０４】
　この場合、この位相シフト多層膜は、波長１９３ｎｍ（ＡｒＦエキシマレーザー）にお
ける位相差が１８０°、透過率が１８％となるように設計されている。
【０１０５】
　以上の方法により得られた位相シフトマスクブランクの位相シフト多層膜について、以
下の方法で評価した。
【０１０６】
　透過率の波長依存性
　実施例１と同様の方法により位相シフト多層膜の透過率を測定した。この位相シフト多
層膜の２６０ｎｍ付近における透過率は４４％程度と低い値を示していた。
【０１０７】
　ドライエッチング特性
　実施例１と同様の方法によりエッチングを行い、その断面を観察した。その結果、エッ
チング断面は、光吸収機能膜と位相シフト機能膜との間に僅かに段差を有するものの、実
用上問題の無いレベルであった。
【０１０８】
　反射率の波長依存性
　実施例１と同様の方法により位相シフト多層膜の反射率を測定した。この位相シフト多
層膜では、４７０ｎｍよりも長波長で反射率が１０％を下回る結果となった。
【０１０９】
　レーザーによる修正容易性
　位相シフト多層膜にレーザー光を照射し、所望の領域のみ膜が除去可能であるかどうか
を確認した。その結果、この位相シフト多層膜は、透明基板を露呈させた状態で、所望の
領域のみ完全に除去できることが確認された。
【０１１０】
　これらの結果から、この位相シフト多層膜は、４７０ｎｍ以上の波長の光に対して反射
率が１０％未満を示すものの、欠陥検査で必須となる２６０ｎｍ付近における透過率が４
４％程度であり、欠陥検査への適合性は十分である。また、ＣＦ4による単一のドライエ
ッチングプロセスでパターンニングが可能であり、更に、レーザーによる修正も確実に行
うことが可能であり、マスク製造プロセスに適合した、優れた位相シフト膜であることが
わかる。
【０１１１】
　　［比較例１］
　以下に示す方法により、基板上に単層の位相シフト膜を成膜した位相シフトマスクブラ
ンクを作製した。
【０１１２】
　スパッタガスとして５ｃｍ3／ｍｉｎのＡｒ、５０ｃｍ3／ｍｉｎのＮ2及び２ｃｍ3／ｍ
ｉｎのＯ2の混合ガスを導入した。上記ガス導入時、スパッタチャンバー内のガス圧が０
．１Ｐａになるように設定した。ＭｏＳｉ2（焼結体）ターゲットに２００Ｗ、Ｓｉ（単
結晶）ターゲットに１０００Ｗの放電電力を印加して、基板を３０ｒｐｍで回転させなが
ら厚さ７０ｎｍのモリブデンとケイ素を含有する飽和化合物膜（ＭｏＳｉＯＮ膜）を成膜
した。
【０１１３】
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　この場合、この単層の位相シフト膜は、波長１９３ｎｍ（ＡｒＦエキシマレーザー）に
おける位相差が１８０°、透過率が１８％となるように設計されている。
【０１１４】
　以上の方法により得られた位相シフトマスクブランクの位相シフト膜について、以下の
方法で評価した。
【０１１５】
　透過率の波長依存性
　実施例１と同様の方法により位相シフト膜の透過率を測定した。結果を図１５に示す。
図１５に示されるように、２６０ｎｍ付近における透過率は５０％を超えており、欠陥検
査機による検査は困難である。
【０１１６】
　ドライエッチング特性
　実施例１と同様の方法によりエッチングを行い、その断面を観察した。その結果、本例
の膜は単層であるため、エッチング断面形状は良好であった。
【０１１７】
　反射率の波長依存性
　実施例１と同様の方法により位相シフト膜の反射率を測定した。結果を図１５に示す。
図１５に示されるように、この位相シフト膜は、２９０～３６０ｎｍの波長範囲で反射率
が１０％を下回る結果となった。
【０１１８】
　レーザーによる修正容易性
　位相シフト膜にレーザー光を照射し、所望の領域のみ膜が除去可能であるかどうかを確
認した。その結果、この位相シフト膜は、透明基板を露呈させた状態で、所望の領域のみ
完全に除去できることが確認された。
【０１１９】
　これらの結果から、この位相シフト膜は、２９０～３６０ｎｍの波長範囲で反射率が１
０％を下回り、欠陥検査で用いられる２６０ｎｍ付近における透過率が５０％を超えてお
り、欠陥検査機による検査が実質的に不可能なものである。欠陥検査工程は、マスク製造
において非常に重要な工程であるが、２６０ｎｍより短波長で測定可能な欠陥検査機は、
非常に高価であり、実用的なものは実質的に無いと言える現状にあっては、２６０ｎｍ付
近における透過率が５０％を超えることは致命的である。従って、この構成の位相シフト
膜は、ＡｒＦエキシマレーザー露光用高透過率ハーフトーン位相シフトマスクやＦ2レー
ザー露光用ハーフトーン位相シフトマスクに適用することは困難である。
【０１２０】
　　［比較例２］
　以下に示す方法により、基板上に図２に示されるような３層構造の位相シフト多層膜を
成膜した位相シフトマスクブランクを作製した。
【０１２１】
　この位相シフト多層膜は、光吸収機能膜の厚さを１８ｎｍとした以外は実施例１と同様
の条件にて成膜したものである。
【０１２２】
　以上の方法により得られた位相シフトマスクブランクの位相シフト多層膜について、以
下の方法で評価した。この場合、透過率が実施例と異なるため、ドライエッチング特性と
レーザーによる修正容易性のみ評価した。
【０１２３】
　ドライエッチング特性
　実施例１と同様の方法によりエッチングを行い、その断面を観察した。その結果、光吸
収機能膜と第１の位相シフト機能膜との間にエッチング速度の違いによる明らかな段差が
確認された。更に、光吸収機能膜のエッチング速度の低下によるエッチング時間の増加が
確認された。このことから、マスク面内のパターンムラの発生が懸念される。
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【０１２４】
　レーザーによる修正容易性
　位相シフト多層膜にレーザー光を照射し、所望の領域のみ膜が除去可能であるかどうか
を確認した。その結果、この位相シフト多層膜は、透明基板を露呈させた状態で、所望の
領域のみ完全に除去できることが確認された。
【０１２５】
　従って、この位相シフト多層膜を単一のエッチングガスでパターニングすることは困難
である。
【図面の簡単な説明】
【０１２６】
【図１】本発明の位相シフトマスクブランクの構造の一例を示す断面図である。
【図２】本発明の位相シフトマスクブランクの構造の他の例を示し、位相シフト多層膜の
光吸収機能膜が１層であり、光吸収機能膜が基板に隣接して設けられているものの断面図
である。
【図３】本発明の位相シフトマスクブランクの構造の別の例を示し、位相シフト多層膜の
光吸収機能膜が１層であり、光吸収機能膜が基板に隣接せずに設けられているものの断面
図である。
【図４】本発明の位相シフトマスクブランクの構造の更に別の例を示し、位相シフト多層
膜の光吸収機能膜が２層であり、該２層の光吸収機能膜のうちの一方が基板に隣接して設
けられているものの断面図である。
【図５】Ｍｏ及びＳｉの透過率の波長依存性を示すグラフである。
【図６】クロム系遮光膜を設けた位相シフトマスクブランクの構造を示す断面図である。
【図７】クロム系遮光膜及びクロム系反射防止膜を設けた位相シフトマスクブランクの構
造を示す断面図である。
【図８】第１のクロム系反射防止膜、クロム系遮光膜及び第２のクロム系反射防止膜を設
けた位相シフトマスクブランクの構造を示す断面図である。
【図９】本発明の位相シフトマスクの一例を示す断面図である。
【図１０】位相シフトマスクの製造方法を説明するための図であり、（Ａ）はレジスト膜
を形成した状態、（Ｂ）はレジスト膜をパターンニングした状態、（Ｃ）はエッチングを
行った状態、（Ｄ）はレジスト膜を除去した状態を示す図である。
【図１１】本発明の位相シフトマスクの他の例を示す断面図である。
【図１２】ＭｏＺｒＳｉ系の不飽和金属化合物膜の消衰係数ｋの波長依存性を示すグラフ
である。
【図１３】実施例及び比較例で用いた直流スパッタ装置の概略図である。
【図１４】実施例１～３の位相シフトマスクブランクの透過率及び反射率の波長依存性を
示すグラフである。
【図１５】比較例１の位相シフトマスクブランクの透過率及び反射率の波長依存性を示す
グラフである。
【図１６】ハーフトーン型位相シフトマスクの原理を説明する図であり、（Ｂ）は（Ａ）
のＸ部の部分拡大図である。
【図１７】従来の位相シフトマスクブランクの構造を示す断面図である。
【図１８】従来の位相シフトマスクの構造を示す断面図である。
【符号の説明】
【０１２７】
　１　基板
　１ａ　基板露出部
　２　位相シフト多層膜
　２’　位相シフト膜
　２ａ　位相シフター部
　２１，２１１，２１２　光吸収機能膜
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　２２，２２１，２２２　位相シフト機能膜
　３　クロム系遮光膜
　４，４’　クロム系反射防止膜
　５　レジスト膜

【図１】
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